浄化槽設置整備事業補助金交付申請フロー
申請者

浄化槽工事業者の決定
工事を依頼する業者を決定してください。
県内の浄化槽工事業者は、（一社）静岡県浄化槽協会のホームページからご確認ください。
※なるべく、複数の浄化槽工事業者から見積りを取るようにしてください。
申請者

浄化槽設置届出書の提出
補助金を申請する11日前までに廃棄物対策課に提出してください。
提出の際には、配管図等の添付が必要ですので、浄化槽工事業者にご相談ください。
申請者

浄化槽設置整備事業補助金申込書の提出
補助金の申請予定者またはその親族が提出してください。
申請には、浄化槽設置届出書の写し（市の受付印が押印されているもの）が必要です。
廃棄物対策課

申込書の確認、申請方法の説明
申込内容に不備がないか確認します。
補助金の申請方法について、廃棄物対策課からご案内します。
申請者

交付申請書（様式第１号）の提出
着工予定日の１か月前までに、添付書類を添えて、廃棄物対策課に提出してください。
※浄化槽設置届出書で届け出た内容から浄化槽本体の種類や人槽が変更になるときは、交付申請書を提出する11日前までに浄化槽変更届出書を提出してください。
廃棄物対策課

交付申請書の審査・現地調査（事前着工検査）
事前着工検査は抜き打ちで行います。
審査及び調査の結果、不備等がなければ交付決定となり、交付決定通知書を発送します。
※交付申請書の提出から交付決定通知書の発送まで、１か月程度かかります。
申請者

工事開始～工事完了
交付決定通知書がお手元に届いてから、工事を開始してください。
※交付決定前に工事に着手した場合は、補助金を受けられなくなります。
※工事開始後に事業内容の変更が生じた場合は、変更した内容の工事に着手する前に、浄化槽設置整備事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を廃棄物対策課に提出してください。
申請者

実績報告書（様式第５号）の提出
工事完了後30日以内又は２月10日のうちどちらか早い日までに、添付書類を添えて、廃棄物対策課に提出してください。
※実績報告書が期日までに提出されない場合は、補助金を受けられなくなります。
廃棄物対策課

実績報告書の審査及び現地調査（完了検査）
完了検査は申請者の立ち合いが必要です。
審査及び調査の結果、不備等がなければ交付確定となり、交付確定通知書を発送します。
申請者

請求書（様式第９号）の提出
申請者が名義人の金融機関口座をご用意ください。
廃棄物対策課

補助金の支払い
支払い時期は、完了検査実施日から概ね１か月半後です。

